


５ 鳥 管 第 2 4 1 号  

令 和 ５ 年 ６ 月 ７ 日 

兵岡建設 株式会社 

代表取締役社長 坂野 聖季 殿 

分任支出負担行為担当官 

鳥取森林管理署長 片山 宏文 

落札者とならなかった者に対する理由の説明について（回答） 

令和５年５月 31 日付で質問のあった標記の件について、下記のとおり回答します。 

記 

１ 工 事 名：本谷奥山腹工事 

２ 質問事項：施工体制評価点が 10 点である理由 

 ３ 回  答 

 施工体制評価点は入札説明書 8(3)②施工体制評価点付与の考え方（10P 参照）により、

品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性で判定します。 

 評価基準は評価項目ごとに定められており、調査基準価格以上の場合、それぞれ 15 点

の合計 30 点が付与され、調査基準価格未満の場合はそれぞれ５点の合計 10 点が付与さ

れます。 

 今回の入札において、貴社の入札金額が調査基準価格未満であったことから、施工体

制評価点は 10 点の付与となります。 
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